
【広島県ネーミングライツ事業】 

 

広島県動物愛護センター 

概  要 

 

広 島 県



名 称 広島県動物愛護センター 

所 在 地 三原市本郷町上北方字用倉山 11352 番（広島空港すぐ近く） 

概 要 ● 広島県動物愛護センターでは、「狂犬病予防法」及び「動物の愛護及び管理に関

する法律」に基づき、犬や猫の保護・引取を行うとともに、犬猫の譲渡や動物愛

護・適正飼養の普及啓発に取り組んでいます。 

 

● 広島県では、「人と動物との調和の取れた共生社会」を実現するための拠点とし

て、令和５年８月に移転・開館しました。 

開 館 日 火曜日～日曜日（月曜・年末年始休館） 

開 館 時 間 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 

 

● 動物愛護センターの主な施設 

研 修 室 

（ 1 5 9 ㎡ ） 

動物愛護センターが実施する講習会や動物愛護教室の他、日

曜日には犬猫の譲渡会等で民間利用されています。また、動

物に配慮した床材を使用しており、動物を入れることが可能

となっています。 

その他の施設 

・Whitefox ふれあいパーク（芝生広場）（ネーミングライツ導入） 

・アイディオー譲渡犬・譲渡猫展示室/ふれあい室（ネーミングライツ導入） 

グルーミング室、相談室、手術室、検査室などがあります。 

 

● 管理運営体制 

  動物愛護センターの整備事業は、PFI（※）手法で実施し、設計、建設及び維持

管理・運営を一体的に実施しています。 

  これまでどおりの広島県による業務運営に加えて、毎週日曜日に PFI 事業者がイ

ベント等を開催しています。 

※PFI（プライベート・ファイナンス・イニチアチブ） 

  公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用

し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービ

スの提供を図るという考え方 

 

● 立地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P F I 事 業 者 広島未来動物共生株式会社 

契 約 内 容 譲渡業務の一部、イベント開催等 

契 約 期 間 令和 5 年 8 月～令和 20 年 3 月末の 15 年間 

広島空港から約

1km（徒歩 11 分） 

 

JR 白市駅から車

で 15 分 

 

山陽自動車道 

河内 IC 約 5km 

本郷 IC 約 5km 

動物愛護センター 



特 徴 動物愛護センターのここに注目してください！ 
 

■ 譲渡促進のための施設 

「人と動物との調和の取れた共生社会」の実現を目指して、「殺処分するための施

設」から「生かすための施設」に生まれ変わりました。 

■ 命について学ぶ施設 

動物愛護教育を通じて「命の大切さ」を発信していく拠点としています。 

■ 人が集まる施設 

明るく楽しい雰囲気で、多くの人に集まってもらえる施設に生まれ変わりました。 

令和５年８月の開館から令和８年３月までの約２年半で約 41,000 人の方に来館し

ていただき、週末は幅広い年齢層の方で賑わっています。 

また、周辺施設（空港、ホテル、飲食店、森林公園等）とも協働し、多様なイベン

トを連動して地域の賑わいを創出しています。 

 

動物愛護センターでは様々な行事やイベントを開催します。 
 

そのうち主なものをピックアップしてご紹介します。 

■ 犬猫譲渡会 

  動物愛護センターでは、犬猫を無償で譲渡しています。保護した犬猫は、駆虫や

ワクチン接種など一頭一頭の健康管理とともに、譲渡適性検査を実施しています。 

■ 各種教室・研修会 

幅広い年齢層を対象に教室や研修会などを開催し、動物愛護精神を育みます。 

※犬猫譲渡講習会、犬のしつけ方教室、動物愛護教室、防災セミナー など 

■ 週末イベント 

  動物愛護センターでは、動物愛護団体やボランティア、動物愛護推進員などと連

携して週末（日曜・祝日）に普及啓発や譲渡促進のためのイベントを開催していま

す。 

ネーミング

ライツパー

ト ナ ー の 

募 集 

一緒に盛り上げていただけるパートナーを募集します。 
 

募 集 時 期 令和８年６月 18 日～令和８年７月 24 日 

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 
年額 30 万円以上 

（初年度（令和８年度）については、契約した額の半額） 

実 施 期 間 令和８年 10 月から令和 13 年 3 月までの 4 年 6 か月 

対 象 施 設 研修室 

 

ネーミングライツパートナー（以下「パートナー」）になっていただいた場合、 

敷地内に設置された看板の表示を愛称に変更することができます。 

・愛称の掲示場所として、エントランス案内板、入口を想定しています。 

・看板の設置場所及び看板の仕様は別途協議します。看板掛替え費用はパートナーの

負担となります。 

 

看板表示以外にも、こんなメリットがあります。 
・県のホームページ、県広報誌、施設案内のパンフレット等で愛称を使用します。 

・県から県内自治体等へ愛称の使用を働きかけます。 

・パートナーの営業活動や広報活動で、県のネーミングライツ事業への参加（地域貢

献活動）をアピールしていただけます。 

・その他、パートナーからの提案があれば、柔軟に対応します。 



   
 

担当部署・問合せ先 

〒730‐8511 広島市中区基町 10番 52号 本館５階 

広島県 健康福祉局 食品生活衛生課 乳肉水産・動物愛護グループ 

電 話：082-513-3103（ダイヤルイン）     

メ ー ル：fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp 

建物配置 

研修室 

＜譲渡前講習会の様子＞ ＜イベント開催中の様子＞ 


